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第６回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム  
資料３－１  

平成23年12月6日（火）  



  短期入所の総費用額・事業所数については、順調に伸びているが、障害福祉計画においては、実績
がサービス見込量を下回っており、更なる事業所数の拡大が課題となっている。 

 

 

 

 

 

○ 単独型事業所は空床利用型や併設型事業所と比較し、事業規模が小さく、経営が難しいため、 

 事業所規模に配慮した加算額を設定してはどうか。 

 

○ 医療型短期入所の整備が進むよう、医療ニーズについて評価する加算を創設してはどうか。 

 

○ 空床確保と緊急時の受け入れについて評価する加算を創設してはどうか。 

短期入所の報酬に係る論点 

 
 
   

                       Ｈ21計画        H21実績 
 

 サービス見込量           22.0万人日分   19.9万人日分 
   

 サービス利用者数            3.2万人       2.7万人 
 

（平成23年2月22日障害保健福祉関係主管課長会議資料） 
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 ○ 単独型短期入所の報酬の充実 

 ・ 短期単独型加算の引き上げ 

   短期単独型事業を行う為に、街中に一軒家を確保し運営する場合、維持管理等の運営経費、夜間の支援員配置などを考えると現在の単独型加算を 

  ２段階方式で、例えば 

   単独型加算Ⅰ    １３０単位 ケアホーム等での単独型の場合 

   単独型加算Ⅱ    ３８０単位 専用の物件利用での単独型の場合 

 ・ 連泊の場合の問題点として、日中は学校、通所事業所利用で宿泊利用の連泊の場合、１泊目がＡ事業所、２泊目が夕方からＢ事業所とした場合は、 

  それぞれでサービス費Ⅱが２日分となるが、Ａ事業所だけで２泊以上する場合、中間の日の報酬単価は先の半分となる。連泊の場合は中間の日について、 

  日中が学校、通所事業所利用であってもサービスⅠの報酬単価として欲しい。街中単独型短期入所の連泊対応の問題は、このあたりが特に厳しい現状に 

  あることが言える。（障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会） 

  ・ 短期入所における単独型単価の創設 

      短期入所のニーズが多くなるなか、短期入所（単独型）の設置数が増えない理由の一つとして、現行の単独型加算では施設が維持できないことが挙げ 

     られます。地域で暮らす障害者をサポートする短期入所（単独型）を増やし、緊急でも柔軟な対応が可能な入所サービスを準備するため、短期入所に 

     おける単独型単価の創設をお願いいたします。（（財）日本知的障害者福祉協会） 

 ・ 単独型短期入所の強化による在宅支援（（福）全日本手をつなぐ育成会） 

 

 ○ 管理者の兼務要件で、同一敷内規定の緩和措置を。具体的には生活介護事業や就労継続Ａ・Ｂ事業のように同一敷地内規定をなくし緩和を図って欲しい。 

 （障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会） 

 

  ○ 福祉型短期入所サービス費のように、ロ 医療型短期入所サービス費、ハ 医療型特定短期入所サービス費にも、日中活動（例えば、生活介護など） 

  を利用後に短期入所する場合の報酬を新たに創設していただきたい。（障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会） 

 

短期入所に係る要望 

3 



 

 ○ 短期入所の充実 

   平成２１年の報酬改定において、短期利用加算、重度障害者支援加算、単独型加算等の制度が設けられましたが、福祉型短期入所については、本体 

  報酬が据え置かれ、日中活動併用時については切下げとなりました。また、初回時や緊急時対応には労力を要するにもかかわらず、報酬上の評価がな 

  されていないなど不十分な内容です。支援の実態を反映した適正なものに見直してください。 

   特に、医療機関等、医療的ケアが必要な障害者の短期入所は進んでいないのが現状です。現在の重心施設は自立支援対象外なので利用はできません。 

  緊急の対応にも応えられるよう空床の一定の保障並びに、医療的ケアが必要な障害者はやむなく生活介護施設を利用している場合があります。生活介護 

  施設を利用した場合にも、個別の上乗せ給付をお願いします。現行の重度障害者支援加算では不十分です。 

   さらに、平成２４年３月末に経過措置が終了となる単独型短期入所事業所の、人員の配置基準本則化の影響を考慮し、安定した経営基盤、必要な人材の 

  確保等が可能となるよう、経営実態に見合った報酬単価の設定をお願いします。（（社）全国肢体不自由児・者父母の会連合会） 

 

 ○ 人工呼吸器による呼吸管理を行っている場合について 

   医療型短期入所サービス費において、人工呼吸管理を必要とする超重症児の積極的受け入れが可能となるような、配慮をお願いしたい。近年、在宅で 

  人工呼吸管理を必要とする超重症児が急増しており、短期入所の希望が多くなっているが、地域の実情として看護体制が10：１以下の重症児施設でも 

  受けている現状がある。短期入所を安全に受けることができる看護配置などが可能となるような配慮をお願いしたい。（（社）日本重症児福祉協会） 
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○ 短期入所の単独型事業所は、指定障害者支援施設等以外の事業所における実施形態であるが、空 

 床型・併設型と比較して事業規模が小さく、利用者を一定規模確保できないこと等から、相対的に 

 収支差率が低い。 

 

○ そのため、単独型事業所に対し、小規模でも経営が可能となるよう、単独型事業所に対する加算 

 （現行130単位／日）を拡充してはどうか。 

  
論点①：単独型事業所の事業規模への配慮 

空床型 併設型 単独型 

事業の形態 
当該施設の利用されてい
ない居室を利用して運営 

当該施設と一体的に運営 
○ 指定障害者支援施設等以外の施設において実施 
○ 日中は、生活介護等の事業所と一体的な運営が可能だ
が、夜間は単独の事業形態。 

収支差率 14.3% 8.2% 5.6% 

平均定員 － 4.9人 3.2人 

出典：平成23年度障害福祉サービス等経営実態調査、平成23年度障害福祉サービス提供実態調査 
     



○ 医療型短期入所は、入院基本料（診療報酬）が算定されないため、入院基本料加算を算定すること
ができないこととなっている。 

 

○ 医療型短期入所における診療報酬の算定については、現段階で直ちに対応することが困難であるこ
とから、医療ニーズの高い超重症心身障害児（者）等が利用する場合については、自立支援給付にお
いて加算を創設し、評価を行ってはどうか。 

 

○ また、介護保険（短期入所療養介護）において評価されている「重度療養管理」を参考として、 

 一定の状態にある利用者等に対し、計画的な医学的管理、療養上必要な処置を行った場合の評価を 

 行ってはどうか。    

  
論点②：医療型短期入所における医療ニーズの評価 
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○ 短期入所サービスにおける緊急時における円滑な受け入れを促進させる観点から、空床確保や緊急 

 時の受け入れを評価する加算の創設を検討してはどうか。 

○ なお、介護保険において、短期入所生活介護（介護保険）における緊急時の円滑な受け入れを促進 

 させる観点から、空床確保と緊急時の受け入れについて、以下を検討を行っているところであるが、 

 障害福祉においても、同様の検討を行ってはどうか。 

 
 

  

  論点③：空床確保と緊急時の受け入れについて 
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空床確保と緊急時の受け入れについて ① 

 緊急時の円滑な受け入れを促進させる観点から、短期入所ネットワーク加算は廃止し、以下の通り措置し

てはどうか。 
 

① 短期入所生活介護の専用床について一定割合（５％）の空床を確保する短期入所生活介護事業所の体制

を評価する加算（空床確保加算（仮称）：事業所の全利用者にかかる加算）を創設する。 

    

② ①の加算を算定している事業所について、居宅サービス計画に位置づけられていない緊急の利用者を受

け入れた場合の加算（緊急受入加算（仮称）：緊急の利用者のみにかかる加算）を創設する。 
 

③ 加えて、常時空床の多い事業所がこれら２つの加算を算定できてしまう事を防ぐために、 

 ・ ５％の緊急確保枠以外の空床を優先して利用することとし、緊急受入加算は、５％の緊急確保枠を利

用する場合のみに算定できることとする 

 ・ ５％の緊急確保枠について、一定の期間（３ヶ月程度）に、確保したベッドに対する一定人数以上の

緊急利用者の受け入れがない場合には、空床確保加算及び緊急受入加算の算定ができない仕組みとする 

 とする。 



５％の 
緊急確保枠 

① 緊急の利用者Ａ 緊急確保枠以外の空床を優先して利用 
→ 緊急受入加算は算定できない 

② 緊急の利用者Ｂ 

その他の空床では必要な利用日数が確保できない、又は男女 
部屋等の関係から利用できない場合に緊急確保枠を利用 

→ 緊急受入加算を算定できる 

確保した５％の緊急確保枠について、一定の期間（３ヶ月程度）に確保したベッドに対する
一定人数以上の緊急利用がない場合には、空床確保加算及び緊急受入加算の算定は
できないこととする 

短期入所生活介護 
事業所の専用床 

緊急確保枠 
以外の空床 

利用者 

加算のイメージ 

 空床確保と緊急時の受け入れについて ② 
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平成23年11月14日 第８５回介護給付費分科会資料より抜粋 
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